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福岡県 北九州市 北九州市教育委員会学事課 093-582-2378 kyou-gakuji@city.kitakyushu.lg.jp
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/file_0
081.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各費目の援助額や年間総援助額の記載,外国語の申請書を作成 ○ ○

申請方法は学校申請と直接申請があり、直接申請の
場合は、継続対象者であれば教育委員会から申請書
を配布している。

福岡県 福岡市 教育委員会 教育支援部 教育支援課 092-711-4693 kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg.jp
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-
iinkai/gakkoshien/ed/syuugakuenzyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 幼稚園・保育所にチラシを送付 ○

・外国語のチラシ作成（英語・中国語・韓国語）
・各小・中学校をつうじて転入者にチラシ配布 ○

各学校で制度案内を前保護者へ配布後，学校または
教育委員会の申請受付窓口にて記入してもらうこと
としているため，基本的には申請書の配布は行って
いない。

福岡県 大牟田市 大牟田市教育委員会事務局学務課 0944-41-2866 gakumu@city.omuta.lg.jp https://www.city.omuta.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 久留米市 久留米市教育委員会 学校保健課 0942-30-9273 gakuho@city.kurume.fukuoka.jp http://www.city.kurume.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新小学校１年生のいる世帯にチラシを郵送し、同じチラシを幼
稚園・保育所に送付している。（送付時期は１２月） ○

漢字には振り仮名を付記、要点のみを記載した案内チラシ（簡易版）を作
成、外国語の案内チラシを作成、援助対象となる世帯人員ごとの目安収入
額を記載 ○

申請書の配布はせず、希望者には、各学校及び教育
委員会窓口で、申請書の記入を行ってもらっている
（申請書の持ち帰りは原則不可）。

福岡県 直方市 教育委員会学校教育課学校教育係 0949-25-2323 n-gakkou.@city.nogata.fukuoka.jp https://www.city.nogata.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 飯塚市 教育委員会教育部教育総務課学事係 0948-22-5500 h-oota59@city.iizuka.lg.jp https://www.city.iizuka.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 田川市 教育部 学校教育課 学校教育係 0947-85-7167 gakkou@lg.city.tagawa.fukuoka.jp
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0036019
/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 柳川市 学校教育課 教務係 0944-77-8863 gakko@city.yanagawa.lg.jp
https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kyoiku/k
yoiku/gakko_shugaku.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・市のホームページから申請書をダウンロードでき
る
・住所異動担当課（市民課）や児童扶養手当担当課
（子育て支援課）にも案内文書と申請書を置き、随

福岡県 八女市 学校教育課 0943-23-1954 gakumukakari@city.yame.lg.jp http://www.city.yame.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

制度周知のチラシを学校に配布し、必ず年１回は保護者に配布するよう依
頼している。
また、PTA総会や学級懇談会時に学校から制度の周知をしてもらってい
る。 ○ ○ ○

年度末に、教育委員会から該当年度認定者に対し、
次年度分の制度案内及び申請書を配布。
また、早期申請制度周知のため、１２月に新入学者
全員に対し、次年度分の制度案内及び申請書を配

福岡県 筑後市 筑後市教育委員会 学校教育課 0942-65-7038 kyouiku@city.chikugo.lg.jp
https://www.city.chikugo.lg.jp/kyouiku/_1695/_
1690.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会から送付する就学時心臓検診（入学前）の案内とと
もに送付 ○ ○

福岡県 大川市 教育委員会学校教育課 0944-85-5614 okwkyoi-gakumu_k@city.okawa.lg.jp
http://www.city.okawa.lg.jp/s063/020/010/010/
20150213164700.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平易な文面を使用したチラシを年１回は配布し、周知の徹底を図ってい
る。 ○ ○

福岡県 行橋市 行橋市教育委員会 学校管理課 学務係 0930-25-1111 gakkokanrika@city.yukuhashi.lg.jp http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 豊前市 学校教育課教育総務係 0979-82-1111 kyoiku@city.buzen.lg.jp
http://www.city.buzen.lg.jp/culture/tetsuzuki/en
jo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 中間市 中間市教育委員会学校教育課学務係 093-246-6222 gakkoukyouikuka@city.nakama.lg.jp
http://www.city.nakama.lg.jp/kurashi/kyoiku/sy
outyugakkou/syuugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会に別件で来庁した際にも就学援助制度について周知 ○ ○ ○

福岡県 小郡市 教務課 0942-72-2111 kyomu@city.ogori.lg.jp http://www.city.ogori.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇
就学援助制度の書類及びウェブサイトに、援助対象となる年間収入の目安
額を記載。 ○ ○ ○ ・前年度就学援助受給者に対して申請書を配布

福岡県 筑紫野市 筑紫野市教育委員会 学校教育課 092-923-1111 k-kyouiku@city.chikushino.fukuoka.jp
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kyouiku
bu/gakko-kyoikuka/shugaku-enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○ ○

福岡県 春日市 教育部学校教育課 092-584-1129 gakkou@city.kasuga.fukuoka.jp
http://city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/school/
enjo/syugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

無料子育てガイドすくすくに掲載、他所管（制度）の案内文書
等の掲載、窓口案内 ○ ○

福岡県 大野城市 教育政策課 教育施策・支援担当 092-580-1902 kyomu@city.onojo.fukuoka.jp http://www.city.onojo.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
申請受付場所（市役所、コミュニティセンター）に
設置している。

福岡県 宗像市 教育政策課 0940-36-5099 kyouiku@city.munakata.fukuoka.jp http://www.city.munakata.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の認定者には制度案内及び申請書を各戸郵送している。 ○ ○ ○ HPからダウンロード

福岡県 太宰府市 学校教育課 092-921-2121 gakkou@city.dazaifu.lg.jp
http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/kosodate/g
akko/1432/3095.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 今年度支給者へ個別に郵送にて書類を配布 ○ 通知もれのないように、学校に全児童生徒への配布をお願いしている。 ○

今年度支給者へ個別に郵送にて申請書を配布。HPに
てダウンロード可。

福岡県 古賀市 古賀市教育委員会 学校教育課 学事係 092-942-1130 gkyoiku@city.koga.fukuoka.jp
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/
gakkokyoiku/021.php ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 援助対象となる世帯収入の目安額や各費目の援助額を記載 ○ ○

教育委員会及び各学校に申請書を置いており、希望
者が自由に書類取得ができるようにしている。

福岡県 福津市 福津市教育委員会 学校教育課 0940-62-5090 gakko@city.fuktsu.lg.jp gakko@city.fukutsu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ 前年度認定者に、個別に申請書を郵送 ○ ○ ○ ○

福岡県 うきは市 うきは市 学校教育課 学事係 0943-75-4950 gakkou@city.ukiha.lg.jp
http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/Detail
.aspx?c_id=42&id=109&pg=1&type=list ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 宮若市 学校教育課学校教育係 0949-32-1007 gakkoukyouiku@city.miyawaka.lg.jp https://www.city.miyawaka.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 嘉麻市 嘉麻市教育委員会学校教育課教務係 0948-62-5726 kyomu@city.kama.lg.jp http://www.city.kama.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会及び各支所窓口にて申請を受付している
ため、保護者への申請書の配布は行っていない。希
望者は、市のホームページより申請書をダウンロー
ド可能。

福岡県 朝倉市 教育課 学校教育係 0946-22-2333 kyoiku@city.asakura.lg.jp http://www.city.asakura.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
目につきやすいタイトルや平易な文面の使用、援助対象となる年間所得の
目安額等を記載、ルビを振ったチラシを必要に応じて配布 ○ ○

福岡県 みやま市 みやま市教育委員会 学校教育課 0944-32-9101 kyouiku-soumu@city.miyama.lg.jp http://www.city.miyama.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 糸島市 学校教育課 092-332-2097 gakkokyoiku@city.itoshima.lg.jp
http://www.city.itoshima.lg.jp/s031/010/010/02
0/030/010/20190314113824.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 那珂川市 教育部学校教育課 092-953-2211 gakkou@city-nakagawa.fukuoka.jp https://www.city.nakagawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 宇美町 学校教育課学校教育係 092-934-2245 gakkou@town.umi.lg.jp http://www.town.umi.lg.jp/soshiki/11/8046.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 篠栗町 学校教育課学校教育係 092-947-1360 gakkyo@town.sasaguri.lg.jp
https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/kosodate
/ikuji_shien/4/2117.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入学通知送付時に書類を同封 ○ 色上質紙に印刷し、学校を通じて全児童生徒に配布。 ○

福岡県 志免町 学校教育課 092-935-1207 gakkok@town.shime.fukuoka.jp
https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/11/syuug
akuennjo2019.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 須恵町 子ども教育課 092-932-1459 gakkou@town.sue.lg.jp http://www.town.sue.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各学校の安心安全メールにて就学援助に関するチラシを児童生
徒に配布している旨をお知らせ。 ○

毎年、用紙の色を変えて保護者に気付いて頂くように工夫をしておりま
す。 ○

福岡県 新宮町 学校教育課 092-963-1739 gkyoiku@town.shingu.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○
福岡県 久山町 教育委員会教育課学校教育係 092-976-1111 kyouiku@town.hisayama.lg.jp http://www.town.hisayama.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度申請者に対し、教育委員会から郵送にて送付

福岡県 粕屋町 粕屋町学校教育課 092-938-0182 http://www.town.kasuya.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・新1年生には入学通知書に案内を同封した
・在校生には4月始めに全児童生徒に配布している
・転入、異動手続き時に制度の紹介をしている ○ ○

福岡県 芦屋町 芦屋町教育委員会 学校教育課学校教育係 093-223-3547 gakko@town.ashiya.lg.jp https://www.town.ashiya.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 水巻町 学校教育課学校教育係 093-201-4321 gakko@town.mizumaki.lg.jp https://www.town.mizumaki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校からの配布物に就学援助受付開始の文書掲載を行っている。また、転
入者には必ず就学援助制度を説明している。 ○

各学校で制度案内を配布後、学校教育課窓口で申請
のため、窓口にて希望者に申請書を配布している。
また、町HPの就学援助ページより申請書のダウン
ロードを可能としている。

福岡県 岡垣町 岡垣町教育委員会教育総務課 093-282-1211 kyoiku@town.okagaki.lg.jp http://www.town.okagaki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 遠賀町 学校教育課学校教育係 093-293-1234 gakkoukyouiku@towm.omga.lg.jp http://www.town.onga.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・就学時健康診断時は制度案内と申請書を配布。
・制度案内を配布後、教育委員会窓口に申請書類を
準備。
・継続希望者には申請書を送付。

福岡県 小竹町 教育課 学校教育係 09496-2-1961 gakkou_kyouiku@town.kotake.lg.jp https://town.kotake.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各費目の援助額や年間総援助額の記載 ○ ○

福岡県 鞍手町 教育課学校教育係 0949-42-7202 gakkou@town.kurate.lg.jp http://www.town.kurate.lg.jp ○ ○ ○
小学校新1年生に対しては、新入学用品費の前倒し支給があるた
め、就学時健診案内時にお知らせを同封。 ○ ○ ○

小学校の入学予定者については、新入学用品費の前
倒し支給を行っているため、教育委員会より対象者
全員に制度案内を配布後、希望者に対し教育委員会
から申請書を配布

福岡県 桂川町 学校教育課 0948-65-1149 kyomu@town.keisen.lg.jp http://www.town.keisen.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 筑前町 教育課 0946-22-3385 kyouiku@town.chikuzen.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○ 転入手続き時に住民課から案内を配布 ○ ○ ○ ○
次年度の申請書を、就学援助費（2学期分）の支給決
定通知に同封して配布

福岡県 東峰村 東峰村教育委員会 0946-72-2301 kyoiku@vill.toho.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ 毎年度末に前年認定者に教育委員会から書類を送付 ○ ○
福岡県 大刀洗町 子ども課 学校教育係 0942-77-6205 gakko@town.tachiarai.lg.jp http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福岡県 大木町 学校教育課 0944-32-1269 kyoiku@town.ooki.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 広川町 広川町教育委員会事務局 学校教育係 0943-32-0093 gakkoukyouiku@town.hirokawa.lg.jp http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

・新入学の児童生徒については、学校説明会時に就学援助制度の案内文書
の配布
・４月に学校を通じて全校児童生徒を通じて保護者へ就学援助制度の案内
文書を配布している。
・町広報誌やHPにも案内を掲載している。 ○

福岡県 香春町 教育課 0947-32-8409 gakko_kyoiku@town.kawara.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 添田町 学校教育課 0947-82-5963
gakkoukyouiku@town.soeda.fukuoka.j
p https://www.town.soeda.fukuoka.jp/

https://www.instagram.com/so
eda_navi/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校と連携し、滞納しがちな家庭など、経済状況が悪いと認められる家庭
に個別に声掛けし周知を行う ○ ○ ○

前年度の就学援助認定の世帯に対して、個別に更新
の案内を郵送配布

福岡県 糸田町 教務課 0947-26-3788 gakyou@town.itoda.lg.jp http://www.town.itoda.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

児童・生徒全員に制度の書類を配布し、小学校入学説明会では制度の説明
を行っている。
転入者については必要に応じて説明を行っている。 ○

福岡県 川崎町 川崎町教育委員会 教務課 0947-73-3684 kyoumu@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp https://www.town-kawasaki.com ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
教育委員会で前年度認定者に対し、申請書を配布
教育委員会で希望者に対し、申請者を配布

福岡県 大任町 教育課 0947-63-3110 gakkou@town.oto.fukuoka.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○
福岡県 赤村 教務課 教務係 0947-62-3003 aka-k.kyoi@vill.aka.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 福智町 教育委員会 学校教育課 0947-22-1192 一般非公開 http://www.town.fukuchi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○
就学児童生徒に文書で配布及び就学前児童へは就学前健診の際
に文書を配布し、全体説明。 ○ ○ ○

福岡県 苅田町 教育総務課 093-434-1998 kyoiku-soumu@town.kanda.lg.jp http://www.town.kanda.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学援助受給者には、制度案内配布時に申請書も配

福岡県 みやこ町 みやこ町教育委員会 学校教育課 教務係 0930-32-6005 kyoumu@town.miyako.lg.jp
http://www.town.miyako.lg.jp/kyoutsuu/gakkou.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の際に教育委員会が就学援助制度の書類を配布 ○

チラシに援助内容（項目、金額等）を記載、転入者には前の学校での受給
状況等を確認している。 ○ ○

福岡県 吉富町 教育委員会教務課 0979-22-1944 y-kyoumuka@town.yoshitomi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 上毛町 教育委員会 教務課 学務係 0979-72-3165 kyomu@town.koge.lg.jp http://www.town.koge.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 築上町 学校教育課 学校教育課係 0930-52-0001 gakkou@town.chikujo.lg.jp https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福祉課、総合管理課窓口で、児童扶養手当申請時に配布。
毎学期、学校で配布。 ○ 福祉課、総合管理課窓口で、児童扶養手当申請時に配布。 ○

福岡県
吉富町外一市
中学校組合 学校教育課 0979-23-5006 chuugaku-kyouiku@aria.ocn.ne.jp ○ ○ ○ ○ ○

令和元年度新入学生徒から新入学学用品費の入学前支給を開始したことに
伴い、保護者等に周知した配布文書について、新入学学用品費を入学前に
受給した者が、学用品費、給食費等の援助を希望する場合は、入学後に別
途、申請が必要となる旨を通知するため、配布文書を変更した。 ○ ○

来庁者に配布する。継続申請の対象者には、継続申
請の案内を郵送する際に申請書を同封する。
また、新入学学用品費の入学前支給については、小
学校長を通して全児童に申請書を配布する。

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail 25000 ⑤その他（SNSなど）

ウ．学校
から全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配
布

エ．教育
委員会か
ら全児童
生徒もし
くは保護
者に申請
書を配布

オ．その
他
→（２）

（２）オの内容

①都道府県 ②市区町村名

（３）就学援助制度
に関する教職員向け
説明会の実施有無

（４）就学援助制度周知の工夫

ア．教職
員向け説
明会を実
施してい
る

イ．教職
員向け説
明会を実
施してい
ない

Ⅰ 平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

２．就学援助の申請方法

（１）就学援助制度の申請書の配付方法
 （あてはまるもの全てに○）

ア．学校
から希望
者に申請
書を配布

イ．教育
委員会か
ら希望者
に申請書
を配布

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他→
（２）

（２）ケの内容

（１）就学援助制度の周知方法(あてはまるもの全てに○)

１．就学援助制度の周知方法

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付



61 61

福岡県 北九州市

福岡県 福岡市

福岡県 大牟田市

福岡県 久留米市

福岡県 直方市

福岡県 飯塚市

福岡県 田川市

福岡県 柳川市

福岡県 八女市

福岡県 筑後市

福岡県 大川市
福岡県 行橋市

福岡県 豊前市

福岡県 中間市

福岡県 小郡市

福岡県 筑紫野市

福岡県 春日市

福岡県 大野城市

福岡県 宗像市

福岡県 太宰府市

福岡県 古賀市
福岡県 福津市

福岡県 うきは市

福岡県 宮若市

福岡県 嘉麻市

福岡県 朝倉市
福岡県 みやま市

福岡県 糸島市

福岡県 那珂川市

福岡県 宇美町

福岡県 篠栗町

福岡県 志免町

福岡県 須恵町
福岡県 新宮町
福岡県 久山町

福岡県 粕屋町
福岡県 芦屋町

福岡県 水巻町
福岡県 岡垣町

福岡県 遠賀町

福岡県 小竹町

福岡県 鞍手町
福岡県 桂川町

福岡県 筑前町
福岡県 東峰村
福岡県 大刀洗町
福岡県 大木町

福岡県 広川町
福岡県 香春町

福岡県 添田町

福岡県 糸田町

福岡県 川崎町
福岡県 大任町
福岡県 赤村

福岡県 福智町
福岡県 苅田町

福岡県 みやこ町
福岡県 吉富町

福岡県 上毛町

福岡県 築上町

福岡県
吉富町外一市
中学校組合

①都道府県 ②市区町村名

生活保護基準額等
に掛ける係数（倍
率）

市区町村民税課税最
低限度額に掛ける係
数（倍率）

倍 倍

41 39 30 27 25 41 15 11 17 17 13 13 16 17 42 13 1 0 10 55 0 10 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.25

福岡市では，生活保護基準の1.25倍相当の年収額に係る市・県民税所得割
額を認定基準としている。

30%未満 30%未満

○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 30%未満 30%未満

○ ○ 1.2 35%未満 35%未満

○ 1.5 30%未満 30%未満

○ 1.3 40%未満 40%未満

○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 1.3

ア～セに該当する者でもタに該当しない者は除く

20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

【認定基準】
1～5月申請者：前々年度の給与収入を基に算定（7月以降に前年度収入を基
に再判定を行う）
6月以降申請者：前年度の給与収入を基に算定

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.3
児童扶養手当を全額受給している者。

25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
児童扶養手当一部支給額の限度額内

20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 35%未満 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ 〇
生活保護費を1.3倍して算出した収入額から市民税を計算し、その所得割額
（80,400円）を基準としている。

25%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○
平成24年度の生活保護費を1.3倍して算出した収入額から市民税を計算し、
その所得割額（97,600円）を基準としている。

20%未満 20%未満

○ 1.2 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○
前年度市民税所得割額に基準を設けている。

20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ 1.3

当該年度以降に主たる生計維持者の失業や事業廃止、自宅等の被災、世帯
員の疾病等により世帯の経済状況が急変し、世帯の経済状況が生活保護基
準の1.3倍以内と認められる場合。

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ 1.5 30%未満 30%未満

○ ○ ○ 1.5

学校長の意見書に基づき、教育委員会が援助の必要を認めた者。

50%未満 50%未満

○ ○ 1.2 20%未満 20%未満

○ 1.3 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.27 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ 1.3 20%未満 25%未満

○ 1.25 40%未満 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.25 15%未満 15%未満

○ 1.35 25%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 30%未満 35%未満

○ ○ 1.5 30%未満 35%未満

○ 1.5 35%未満 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.25 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ 1 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○
○
記載漏れ

○
○
修正なし

○
○
記載漏れ

○ ○ ○ ○
○
修正なし

○
記載漏れ

○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ 1.3 35%未満 40%未満

○ 1.2 35%未満 40%未満

○ ○ ○ ○ 1.1
児童扶養手当を受給している世帯については係数（倍率）1.2倍

40%未満 40%未満

○ 1.3 45%未満 45%未満

○ 1.3 35%未満 40%未満
○ 1.3 35%未満 40%未満

○ 1.1 40%未満 45%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 20%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 30%未満 25%未満

サ．学校納付金の
納付状態の悪い
者，昼食，被服等
が悪い者または学
用品，通学用品等
に不自由している
者等で保護者の生
活状態がきわめて
悪いと認められる
もの

シ．経済的
な理由によ
る欠席日数
が多い者

ス．保護者
の職業が不
安定で，生
活状態が悪
いと認めら
れる者

セ．生活福
祉資金によ
る貸付け

（１） 平成３１（令和元）年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）テの内容 （５）補足事項

Ⅱ 平成３１（令和元）年度準要保護認定基準

ソ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額が変わる
と自動的に要件
が変わるもの）
→（２）係数

タ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額を参照し
て額を定めてい
るもの）
→（２）係数

チ．特別支援教
育就学奨励費の
需要額測定に用
いる保護基準
額，又は同基準
額に一定の係数
を掛けたもの
→（２）係数

ツ．市区町村民
税（所得割又は
均等割）課税最
低限度額に一定
の係数を掛けた
もの
→（３）係数お
よび目安額

テ．その他
→（４）

（２）ソ，タ，チ
を選択した場合

ケ．個人の
事業税の減
免

コ．固定資
産税の減免

ア．生活保
護法に基づ
く保護の停
止または廃
止

イ．市区町
村民税の非
課税

ウ．市区町
村民税の減
免

エ．国民年
金保険料の
免除

オ．国民健
康保険法の
保険料の減
免または徴
収の猶予

カ．児童扶
養手当の支
給

キ．保護者
が職業安定
所登録日雇
労働者

ク．P・T・A
会費，学級
費等の学校
納付金の減
免が行なわ
れている者

（３）ツを選択した
場合

Ⅲ 就学援助率

（１）平成30年
度

（２）令和元年
度
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福岡県 北九州市

福岡県 福岡市

福岡県 大牟田市

福岡県 久留米市

福岡県 直方市

福岡県 飯塚市

福岡県 田川市

福岡県 柳川市

福岡県 八女市

福岡県 筑後市

福岡県 大川市
福岡県 行橋市

福岡県 豊前市

福岡県 中間市

福岡県 小郡市

福岡県 筑紫野市

福岡県 春日市

福岡県 大野城市

福岡県 宗像市

福岡県 太宰府市

福岡県 古賀市
福岡県 福津市

福岡県 うきは市

福岡県 宮若市

福岡県 嘉麻市

福岡県 朝倉市
福岡県 みやま市

福岡県 糸島市

福岡県 那珂川市

福岡県 宇美町

福岡県 篠栗町

福岡県 志免町

福岡県 須恵町
福岡県 新宮町
福岡県 久山町

福岡県 粕屋町
福岡県 芦屋町

福岡県 水巻町
福岡県 岡垣町

福岡県 遠賀町

福岡県 小竹町

福岡県 鞍手町
福岡県 桂川町

福岡県 筑前町
福岡県 東峰村
福岡県 大刀洗町
福岡県 大木町

福岡県 広川町
福岡県 香春町

福岡県 添田町

福岡県 糸田町

福岡県 川崎町
福岡県 大任町
福岡県 赤村

福岡県 福智町
福岡県 苅田町

福岡県 みやこ町
福岡県 吉富町

福岡県 上毛町

福岡県 築上町

福岡県
吉富町外一市
中学校組合

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

3 3 0 6 6 6 51 51 0 1 1 0 3 3 3 56 56 0 6 6 0 3 3 3 0 0 2 32 32 0 27 27 27 0 0 0 43

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 50,635 ○ 22,247
学校給食費については、原則として現物支給している。ただし、事前に校納金で徴収している場合等
は、この限りでない。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 21,670 21,670

・修学旅行費，校外活動費（宿泊を伴うもの），卒業アルバム代等，学校給食費は，平成31年度予算
に計上した単価。
・通学用品費の支給対象は1年生を除く。（人数割合 １年生：約17％，2～6年生：約83％）
・通学費…通学距離4㎞以上：必要と認められる額の全額支給。
      通学距離2㎞以上～4㎞未満：必要と認められる額の半額支給。
・次頁(3)の社会科見学費は，30年度の実績額。

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 39,620 0 ○ 21,000 19,323
・通学費 実績なし
・支給平均額 ３０年度実績額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 ○ 21,490 20,500

・校外活動費（宿泊を伴うもの）については、市外の学校に通学している児童を対象とし、上限
3,620円を支給している。市内の学校に通学する児童は、健康増進特別事業費として支給している
・通学費、PTA会費、医療費の平均支給額は、令和元年度の予算単価を計上

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,268 「修学旅行費」「医療費」についてH30年度実績額を人数

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 20,000 18,680
・修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費、学校給食費は平成30年度実績
・通学用品費については、1年生には支給無し

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 ○ 20,000 20,000
支給平均額：令和元年度執行見込額より
医療費：実績なし

○ 42,900 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670 金額については、平成３１年度予算額を記入している

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670 令和元年度予算計上単価を計上

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 39,620 0 ○ 20,000 20,000 「その他」に○が付いている費目については、支給なし。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,490 支給平均額（学校給食費を除く）は予算計上単価。
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 26,000 通学用品費については、小学1年生は対象外。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 22,500

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 令和元年度（令和２年度分）の入学前支給金額は50,600円へ変更。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 19,220 ・「修学旅行費」・・・平成3１年度の実績額

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 20,000
平成３１（令和元）年度の執行見込額により記入が困難のため、平成３１（令和元）年度予算に計上
した単価で記入。

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 19,661

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 19,845
修学旅行費、校外活動費、医療費は30年度の実績額
通学用品費：２～６年生対象で、年額2,250円支給

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 21,760

通学用品費は２年生以上（１年生支給なし）
学校給食費は対象学年２年生以上（割合８３％）
体育実技用具費・通学費・校外活動費（宿泊を伴うもの）・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒
業アルバム代等は、支給なし

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 20,195
その他の○は項目なしのため。
卒業アルバム代等は今年度からなので予定平均額。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 21,670 19,495
令和元年度の執行見込額による記入が困難であるため、支給平均額は平成30年度の実績額により記
入。通学費は、前年度は支給実績がありません。

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 21,490 20,213 31年度予算計上額、30年度実績額を記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,067 30年度の実績額

○ 13,770 ○ 50,600 ○ 18,000
支給平均額については、令和元年度の予算計上単価で記載。
学用品費について該当学年は全体の80％

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 20,915

○ 11,520 11,520 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,670 21,670
通学費支給予定なし。
医療費は前年度実績額。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 15,354 （通学費）(修学旅行費）(校外活動費）支給平均額は平成３０年度実績額。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,490 卒業アルバム代等について、支給予定としているが、現在支給額検討中。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 15,399
・支給平均額は平成30年度の実績により算出。
・卒業アルバム代等は平成31年度に追加（新設）した費目のため実績なし。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,267
通学用品費は学用品費に含めている。
医療費は現物支給だけでなく、保護者が一時的に負担することもある。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 30,320 ○ 20,000
支給平均額は平成３１（令和元）年度予算に計上した単価（通学費については30年度支給実績額）
を記入

○ 10,370 ○ 36,540 ○ 19,350 18,538
修学旅行費、校外活動費、医療費の支給平均額は平成３０年度実績額
学校給食費 実費の９割支給

○ 10,368 ○ 45,540 ○ 18,000
○ 12,000 ○ 50,600 ○ 20,000
〇 11,520 〇 40,600 ○ 19,632

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 18,000
・通学用品費は1年生除き支給
・給食費は2～5年生の額

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,490

○ 15,220 ○ 63,100 ○ 24,000 1年生学用品費12,990円、1年生給食費41,980円
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 20,835 平均支給額は平成３０年度の実績に基づいて算出。

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 ○ 19,480

※支給平均額については30年度実績
○通学用品費：１年は年額0円、２～６年は年額2,230円
○校外活動費（給付実績：４年生で全体(1～5年)の約24%）
○給食費（給付実績：４年生で全体(1～6年)の約20%）
   １年は年額44,000円、２～６年は年額45,100円（共に満額の場合）

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,500

校外活動費(宿泊を伴わないもの)は今年度予算計上した単価を入力している。
校外活動費(宿泊を伴うもの)は５年生のみ。
医療費は今年度予算計上した単価を入力している。
０円の箇所は実績なし。

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 21,000 20,104 医療費については、30年度実績がないため０円。
○ 13,270 ○ 19,900 ○ 20,353

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 18,878
○ 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 ○ 20,000 修学旅行費の支給平均額欄についてはH31予算計上単価

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670 支給平均額は、平成３１（令和元）年度予算に計上した単価
○ 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 13,770 ○ 50,600 ○ 21,670 14,959
学用品費は1年生11,520円2～6年生13,770円、修学旅行費、校外活動費宿泊あり・なし、医療費につ
いてはH30平均支給額を記載

○ 11,420 ○ 20,470

○ 11,520 ○ 20,900 ○ 22,000
医療費については実績なし（町内在住者については町独自の「子ども医療費支給制度」による支給の
ため）

○ 12,300 ○ 19,900 ○ 22,000

○ 14,330 ○ 40,600 ○ 23,000 修学旅行費については、令和元年度予算に計上した単価を記入している
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,500

○ 14,115 ○ 19,900 ○ 19,676

○ 14,780 ○ 19,900 ○ 20,447
医療費については治療実施者のみ
学用品は一年生については12,610円

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,490

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 20,000 通学用品費は、第１学年を除く
○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 21,490 １年生は、通学用品費は支給しない。医療費は、１人あたりの平均額（実績）を計上。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 14,240

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 25,000

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

（１） 費目毎の援助額

学用品費



61 61

福岡県 北九州市

福岡県 福岡市

福岡県 大牟田市

福岡県 久留米市

福岡県 直方市

福岡県 飯塚市

福岡県 田川市

福岡県 柳川市

福岡県 八女市

福岡県 筑後市

福岡県 大川市
福岡県 行橋市

福岡県 豊前市

福岡県 中間市

福岡県 小郡市

福岡県 筑紫野市

福岡県 春日市

福岡県 大野城市

福岡県 宗像市

福岡県 太宰府市

福岡県 古賀市
福岡県 福津市

福岡県 うきは市

福岡県 宮若市

福岡県 嘉麻市

福岡県 朝倉市
福岡県 みやま市

福岡県 糸島市

福岡県 那珂川市

福岡県 宇美町

福岡県 篠栗町

福岡県 志免町

福岡県 須恵町
福岡県 新宮町
福岡県 久山町

福岡県 粕屋町
福岡県 芦屋町

福岡県 水巻町
福岡県 岡垣町

福岡県 遠賀町

福岡県 小竹町

福岡県 鞍手町
福岡県 桂川町

福岡県 筑前町
福岡県 東峰村
福岡県 大刀洗町
福岡県 大木町

福岡県 広川町
福岡県 香春町

福岡県 添田町

福岡県 糸田町

福岡県 川崎町
福岡県 大任町
福岡県 赤村

福岡県 福智町
福岡県 苅田町

福岡県 みやこ町
福岡県 吉富町

福岡県 上毛町

福岡県 築上町

福岡県
吉富町外一市
中学校組合

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

3 3 0 6 6 6 51 50 0 1 1 0 4 4 4 56 56 0 6 6 0 3 3 3 0 0 2 32 33 0 25 25 25 0 0 0 43

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 68,447 ○ 56,652

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 60,300 60,300

・修学旅行費，校外活動費（宿泊を伴うもの），卒業アルバム代等，学校給食費は，平成31年度予算
に計上した単価。
・通学用品費の支給対象は1年生を除く。（人数割合 １年生：約35％，2～3年生：約65％）
・通学費…通学距離６㎞以上：必要と認められる額の全額支給。
      通学距離3㎞以上～6㎞未満：必要と認められる額の半額支給。
・体育実技用具費，下記(3)の修学旅行費(旅券)は，実績なし。

○ 22,510 ○ 47,400 ○ 80,070 0 ○ 49,000 46,237
・通学費 実績なし
・支給平均額 ３０年度実績額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 ○ 57,590 52,000

・校外活動費（宿泊を伴うもの）については、市外の学校に通学している児童を対象とし、上限
6,100円を支給している。市内の学校に通学する児童は、健康増進特別事業費として支給している
・通学費、生徒会費、PTA会費、医療費の平均支給額は令和元年度の予算単価を計上

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 56,799
「修学旅行費」「医療費」についてH30年度実績額を人数で割ったものを入力している。また学校給
食費は、平成29年９月より実費となっている。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 57,000 55,920
・修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費、学校給食費は平成30年度実績
・通学用品費については、1年生には支給無し

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 ○ 57,590 57,590
支給平均額：令和元年度執行見込額より
医療費：実績なし

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300 金額については、平成３１年度予算額を記入

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300 令和元年度予算計上単価を計上

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 80,070 80,070 ○ 50,000 50,000 「その他」に○が付いている費目については、支給なし。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 57,590 支給平均額（学校給食費を除く）は予算計上単価。
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 通学用品費については、中学1年生は対象外。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 63,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 令和元年度（令和２年度分）の入学前支給金額は57,400円へ変更している。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 49,107 ・「修学旅行費」・・・平成3１年度の実績額

○ 22,320 ○ 57,400 ○ 40,000
平成３１（令和元）年度の執行見込額により記入が困難のため、平成３１（令和元）年度予算に計上
した単価で記入。

○ 22,320 ○ 57,400 ○ 42,232

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 42,279
修学旅行費、校外活動費、医療費は30年度の実績額
通学用品費：２、３年生対象で、年額2,250円支給

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 60,300
体育実技用具費・通学費・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代等は支給なし
通学用品費は対象学年２年生以上（１年生は支給なし）

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 138,172 ○ 48,875
その他の○は項目なしのため。
卒業アルバム代等は今年度からなので予定平均額。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,300 43,116
令和元年度の執行見込額による記入が困難であるため、支給平均額は平成30年度の実績額により記
入。通学費及び校外学習費（宿泊なし）は、前年度は支給実績がありません。

○ 22,320 ○ 57,400 ○ 57,590 50,536 31年度予算計上額、30年度実績額を記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 49,519 30年度の実績額

○ 24,760 ○ 57,400 ○ 57,000
支給平均額については、令和元年度予算計上単価で記載。
学用品費について、該当学年は全体の60％

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 53,902

○ 22,510 22,510 ○ 47,400 ○ 0 ○ 60,300 60,300
通学費支給予定なし。
医療費は前年度実績額。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 57,590 50,133 （通学費）(修学旅行費）(校外活動費）支給平均額は平成３０年度実績額。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 57,590 卒業アルバム代等について、支給予定としているが、現在支給額検討中。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 35,067
・支給平均額は平成30年度の実績により算出。
・卒業アルバム代等は平成31年度に追加（新設）した費目のため実績なし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 48,640
通学用品費は学用品費に含めている。
医療費は現物支給だけでなく、保護者が一時的に負担することもある。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 35,784 ○ 50,000
支給平均額は平成３１（令和元）年度予算に計上した単価（通学費については30年度支給実績額）
を記入

○ 20,260 ○ 42,660 ○ 50,000 40,703
修学旅行費、校外活動費、医療費の支給平均額は平成３０年度実績額
学校給食費 実費の９割支給

○ 20,259 ○ 51,660 ○ 45,000
○ 18,000 ○ 57,400 ○ 52,000
〇 22,510 〇 47,400 ○ 55,000

○ 22,510 ○ 47,400 ○ 45,000
・通学用品は1年生を除き支給
・給食費は1・2年生の額

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 28,335

○ 26,820 ○ 79,500 ○ 58,000 1年生学用品費24,590円、3年生給食費49,200円
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 55,713 平均支給額は平成３０年度の実績に基づいて算出している。

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 ○ 53,369

※支給平均額については30年度実績
○通学用品費：１年は年額0円、２～６年は年額2,230円
○医療費はH30年度実績なし
○給食費（給付実績：１年生で全体（1～3年）の約37%）
   １～２年は年額52,800円、３年は年額51,600円（共に満額の場合）

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 55,000
医療費は今年度予算計上した単価を入力している。
０円の箇所は実績なし。

○ 22,320 ○ 57,400 ○ 56,000 56,000 医療費及び校外活動費については、30年度実績がないため０円としている。
○ 23,760 ○ 22,800 ○ 54,145

○ ○ 57,400 ○ 60,300 47,688
○ 22,510 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 60,000 修学旅行費の支給平均額欄についてはH31予算計上単価

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300 支給平均額は、平成３１（令和元）年度予算に計上した単価
○ 22,510 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 24,760 ○ 57,400 ○ 60,300 46,897
学用品費は1年生22,510円2～3年生24,760円、修学旅行費、校外活動費宿泊あり・なし、医療費につ
いてはH30平均支給額を記載

○ 22,320 ○ 23,550

○ 22,510 ○ 24,100 ○ 59,000

宿泊を伴う校外活動費については、町費負担による実施のため支給なし
医療費については実績なし（町内在住者については町独自の「子ども医療費支給制度」による支給の
ため）

○ 22,000 ○ 22,900 ○ 57,000

○ 25,600 ○ 47,400 ○ 58,000 修学旅行費については、令和元年度予算に計上した単価を記入している
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 50,000

○ 23,146 ○ 22,900 ○ 58,408

○ 26,050 ○ 22,900 55,880
医療費については治療実施者のみ
学用品は一年生については23,880円

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 57,590

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,000 通学用品費は、第１学年を除く
○ 57,400 57,400

○ 22,510 ○ 57,400

・医療費については援助対象費となっているが、H30年度は実績0円。
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）については援助対象費となっているが、中学校において現段階
で未実施。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,000

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 62,000

通学用品費＝2・3年生に支給
修学旅行費＝令和元年度予算単価
医療費＝平成30年度の支給なし【平成30年度＝0円、平成29年度＝6,010円（のべ3人）】
学校給食費＝令和元年度予算単価【1年生＝55,500円、2年生＝55,500円3年生＝52,800円】

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１） 費目毎の援助額

学用品費



61 61

福岡県 北九州市

福岡県 福岡市

福岡県 大牟田市

福岡県 久留米市

福岡県 直方市

福岡県 飯塚市

福岡県 田川市

福岡県 柳川市

福岡県 八女市

福岡県 筑後市

福岡県 大川市
福岡県 行橋市

福岡県 豊前市

福岡県 中間市

福岡県 小郡市

福岡県 筑紫野市

福岡県 春日市

福岡県 大野城市

福岡県 宗像市

福岡県 太宰府市

福岡県 古賀市
福岡県 福津市

福岡県 うきは市

福岡県 宮若市

福岡県 嘉麻市

福岡県 朝倉市
福岡県 みやま市

福岡県 糸島市

福岡県 那珂川市

福岡県 宇美町

福岡県 篠栗町

福岡県 志免町

福岡県 須恵町
福岡県 新宮町
福岡県 久山町

福岡県 粕屋町
福岡県 芦屋町

福岡県 水巻町
福岡県 岡垣町

福岡県 遠賀町

福岡県 小竹町

福岡県 鞍手町
福岡県 桂川町

福岡県 筑前町
福岡県 東峰村
福岡県 大刀洗町
福岡県 大木町

福岡県 広川町
福岡県 香春町

福岡県 添田町

福岡県 糸田町

福岡県 川崎町
福岡県 大任町
福岡県 赤村

福岡県 福智町
福岡県 苅田町

福岡県 みやこ町
福岡県 吉富町

福岡県 上毛町

福岡県 築上町

福岡県
吉富町外一市
中学校組合

①都道府県 ②市区町村名 Ⅵ 自由記述欄

7 5 2 6 18 3 31 4 4 2 5 0 1 0 5 0 4 6 9 11 0 2

○

・各小中学校に対し、標準服や学校で使用する教材等の選定の際は保護者に過重な
負担をかけない配慮を行うよう通知
・各中学校においては、標準服等のリユースを実施 ○

○ ○

各担当課において，保護者負担軽減の視点 支店を持った取り組みを行っている。

福岡市では，子どもの貧困対策として，主に下記のような取り組みを行っている。

・寡婦（夫）控除のみなし適用【こども未来局，住宅都市局，教育委員会】
 未婚のひとり親家庭に対して，寡婦（夫）控除が適用されたものとみなして，負担額や女性
学の算定等を行うもの。
 対象：保育所保育料，私立幼稚園就園奨励費，市営住宅家賃，就学援助など

・就学援助【教育委員会】
 平成26年度より入学準備金を入学前に前倒しして支給。

・教育振興会奨学金【教育委員会】
 平成27年度より入学資金・４月分奨学資金を入学前に前倒しして貸与。

・スクールソーシャルワーカー【教育委員会】
 スクールソーシャルワーカーを活用して，教育と福祉の両面から児童生徒を支援。

・子どもの健全育成支援事業（学習支援）【保健福祉局】
  生活保護世帯及び生活困窮世帯で，社会的な繋がりがなく，学習が遅れている子どもに対
し，訪問型の学習支援を行うことで，将来の進路選択の幅を広げ，次の世代の将来における社
会的・ 経済的自立と貧困の連鎖防止を図る。
・子どもの健全育成支援事業（相談支援）【保健福祉局】

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○

○ ○

八女市では平成２７年度より入学制度を実施しており、市内住所を有している保護
者に対し、小学校入学時３万円、中学校入学時５万円を給付している。

○ ○

○
○

○

○ ○

○ ○

・平成31（令和元）年度から、「学用品費」、「新入学児童生徒学用品費等」、「通学用品
費」、「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」、「校外活動費(宿泊を伴うもの)」の支給額を増
額した。
・平成29年度（平成30年度新入学分）から、「新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給を
開始した。
・平成26年度から、生活保護の基準額に掛ける倍率を平成25年度までの1.2倍から1.3倍に引き
上げた。
・非該当となった世帯について、申立があった場合には、申立の内容を考慮した上で再度審査
を行っている。

○

○ ○

○ ○ ○
制服やカバンの中古品を安価でバザーで販売。転入してきた生徒への制服の貸し出
し。 ○

給食費（牛乳給食）とは別にランチ給食サービスの利用数に応じて、ランチ給食費
を支給している。

○

○ ○ ○ ○ ○ ○
生徒に対して、ランチサービス利用料を実費分(一食300円)支給している。

○ ○
計算カードの無償配布（小1）、引き出しのリユース、制服のリユース、数のおけ
いこセットの整備（個人で購入せず学校に準備）

○ ○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○
○

○

○ ○
平成31年度から保護者が購入していた低学年用の算数科教材「算数ボックス」を公
費負担で一括購入することとした。

○ 制服のリユース

○ ○ 遠距離通学費、クラブ活動費の一部助成。

○

○ ○
○ 制服のリユース 使わなくなった制服を必要な現役中学生へ無償提供 ○ 制服のリユース 使わなくなった制服を必要な現役中学生へ無償提供

○

○
○

○ ○ ○ ○ ○

就学援助とは別に、全児童生徒の給食費200円/月の補助を行っている。

○

○ ○

就学援助の各項目の補助額を伝え、学用品が補助額を大幅に超えないよう依頼して
いる。

○

○
○

○
○ ○

○ ○ ○
○ ○

○ ○

要保護児童生徒認定世帯にたいしては修学旅行費の補助を実施

○

○

○ ○

○ ○
○ ○

○

○
○

○ ○ ○
○

○ ○

○

○

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する市町村の取組・対応につい
て，これまでの回答への補足

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況

（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２） クの内容及び補足説明

（１）教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２） コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校（又
は校長会等）
に対して，学
用品等の取扱
いに関する通
知やマニュア
ルを提示

ケ．学校
（又は校長
会等）に対
して，他校
の取組状況
等を情報提
供

コ．その
他
→（２）

ク．その
他
→（２）

キ．把握
していな
い

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

オ．使用
する学用
品等の精
選

エ．低廉
な学用品
等の使用

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）


